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住
所
や
世
帯
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
は
届
出
を

平
成
31
年
度
「
町
民
交
通
傷
害

保
険
」
の
受
け
付
け
に
つ
い
て

　
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
で
引

っ
越
し
さ
れ
た
方
は
、
原
則
、
現

在
住
ん
で
い
る
寮
・
ア
パ
ー
ト
等

が
住
所
地
に
な
り
ま
す
の
で
、
住

所
変
更
の
届
出
を
忘
れ
ず
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
３
月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬
に
か

け
て
は
窓
口
が
特
に
混
み
合
う
時

期
と
な
り
ま
す
。
手
続
き
に
は
時

間
に
余
裕
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ

さ
い
。

※
転
入
届
、
転
居
届
は
住
所
の
異

動
か
ら
２
週
間
以
内
、
転
出
届
は

転
出
予
定
日
の
２
週
間
前
か
ら
手

続
き
が
出
来
ま
す
。

必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
な
ど
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

ま
た
は
個
人
番
号
カ
ー
ド

・
印
鑑

・
前
住
地
で
発
行
さ
れ
た
転
出
証

明
書（
転
入
届
の
場
合
）

・
委
任
状（
本
人
や
同
一
世
帯
の

方
以
外
が
手
続
き
を
す
る
場

合
）

問
合
せ　
税
務
住
民
課

☎
㉒
２
９
４
０

自
動
車
税
の
住
所
変
更
を
お
忘

れ
な
く

　
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在

の
登
録
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
る

税
金
で
す
。

　
引
っ
越
し
で
住
所
が
変
わ
っ
た

と
き
な
ど
は
、
運
輸
支
局
で
変
更

登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
手
続
き
が
必
要
な
場
合

・住
所
が
変
わ
っ
た
（
変
更
登
録
）

・自
動
車
を
売
買
し
た（
移
転
登
録
）

・自
動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ
た

（
抹
消
登
録
）

　
平
成
31
年
度
の
自
動
車
税
納
税

通
知
書
を
確
実
に
お
届
け
す
る
た

め
に
、
３
月
中
に
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

変
更
登
録
が
間
に
合
わ
な
い
と
き

　
札
幌
道
税
事
務
所
に
ご
連
絡
す

る
か
、
道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

自
動
車
税
の
住
所
変
更
手
続
き
が

可
能
で
す
。

問
合
せ　
札
幌
道
税
事
務
所
自
動

車
税
部

☎
０
１
１‒

７
４
６‒

１
１
９
７

【http://w
w

w
.pref.hokkaido.lg.

jp/sm
/zim

/address/index.htm

】

　安平小・遠浅小のランドセル来館を４月から始めます
　学校がある日の児童館の利用は、一度家に戻りランドセルを置いてから児童館に行くことがルール化されていま
す。
　これまで早来小学校と追分小学校で先行して実施していました、児童館に直接行くことができる「ランドセル来
館」を安平小学校と遠浅小学校の児童も４月１日から実施することとしましたのでお知らせします。
　ランドセル来館には、申請手続きや保護者の迎えなどが必要となりますので、各小学校を通して配布されるプリ
ントをご確認願います。
　なお、安平小学校と遠浅小学校の児童を対象にしたランドセル来館は、町が運行するプールバスを利用してお越
しいただくこととなります。
問合せ　教育委員会子育て支援グループ　☎㉙７０３６

人
事
異
動

退
職
　
２
月
28
日
付

　
建
設
課

　
　
課
長
補
佐
　
谷
内
俊
尋

　
申
し
込
み
は
、
総
合
庁
舎
お
よ

び
総
合
支
所
に
設
置
し
て
い
る
申

込
用
紙
で
随
時
実
施
し
て
い
ま
す

が
、老
人
ク
ラ
ブ
の
例
会
や
総
会
、

出
張
受
付
業
務
を
実
施
し
ま
す
の

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

掛
け
金　
１
口
４
８
０
円

（
２
口
ま
で
加
入
可
）

※
詳
細
は
、
町
民
交
通
傷
害
保
険

（
２
月
20
日
配
布
）
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

出
張
受
付　
３
月
18
日
㈪
10
時
〜

11
時
30
分
（
安
平
公
民
館
）、
13

時
30
分
〜
15
時
（
遠
浅
公
民
館
）

３
月
19
日
㈫
10
時
〜
11
時
30
分

（
青
葉
会
館
）、
13
時
30
分
〜
15
時

（
花
園
若
草
会
館
）

受
付
場
所　
税
務
住
民
課
住
民
生

活
グ
ル
ー
プ
（
総
合
庁
舎
）、
住

民
サ
ー
ビ
ス
課
住
民
サ
ー
ビ
ス
グ

ル
ー
プ
（
総
合
支
所
）　

問
合
せ　
税
務
住
民
課
住
民
生
活

グ
ル
ー
プ　
　
　
☎
㉒
２
９
４
０


